
池田町元気なまちづくり事業【まちづくり事業】実施フロー

･･･自治会･町づくり団体が行うこと

･･･役場が行うこと

①まちづくり事業の選定 ・自治会パートナー（町職員）の協力（自治会の場合）

② 交 付 申 請 書 類 提 出 ・補助金交付申請書（様式１）

・事業内容のわかる資料

・位置図等  必要書類

総務課 審査会による
企画係 審査・査定

③ 交 付 決 定 通 知 書 送 付 （様式２)

④ 事 業 実 施

事業をやむを得ず中止するとき

           事業終了 （様式４)

※それまでに掛かった費用に対する
   補助金は交付しません

⑤ 実 績 報 告 書 類 提 出 ・実績報告書（様式５)

・事業の内容のわかる資料
                            完了後速やかに！ ・領収書等事業費の支出内容が分かる書類の写し

・事業実施が確認できる写真2枚
・その他事業の成果が分かる資料等、必要書類

総務課
企画係

⑥ 交 付 確 定 通 知 書 送 付  (様式６)

⑦ 交 付 請 求 書 提 出  (様式７)

⑧ 補 助 金 支 払 い

中  止  届

締切：10月末
その後は予算の範囲内

で受け付けます

事業内容に応じ、申請書提出から１カ月強
かかる場合があります。補正予算が必要な
場合は交付決定が１月になる場合がありま
す。

場合によっては広報いけだ等に報告記事を
掲載する場合があります



池田町元気なまちづくり事業【建設資材支給事業】実施フロー

･･･自治会が行うこと

･･･役場が行うこと

① 整 備 箇 所 の 選 定 ・自治会パートナー（町職員）の協力

② 交 付 申 請 書 類 提 出 ・補助金交付申請書（様式1）

・事業内容のわかる資料

・位置図等  必要書類

総務課
企画係

③建設資材支給事業実施委託書送付 （様式３) 

④ 工 事 実 施 ※資材は自治会で準備・購入

事業をやむを得ず中止するとき

            事業終了 （様式４)

※それまでに掛かった費用に対する
   補助金は交付しません

⑤ 実 績 報 告 書 類 提 出 ・実績報告書（様式５)

・事業の内容のわかる資料
                            完了後速やかに！ ・領収書等事業費の支出内容が分かる書類の写し

・実施状況写真 （着工前・作業中・完了後各2枚）
・その他事業の成果が分かる資料等、必要書類

総務課
企画係

⑥ 交 付 確 定 通 知 書 送 付  (様式６)

⑦ 交 付 請 求 書 提 出  (様式７)

⑧ 補 助 金 支 払 い

※委託書を交付することにより、
全国町村会総合賠償保険の対象となる

中  止  届

締切：10月末
その後は予算の範囲内

で受け付けます

建設水道課等

事業内容に応じ、申請書提出から１カ月強かかる場
合があります。補正予算が必要な場合は交付決定が
１月になる場合があります。

振興課
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